
蒲郡市監査公表第１号 

 

地方自治法第１９９条第１２項の規定に基づき市長から措置を講じた旨の通知があっ

たので、同項の規定によりその内容を公表します。 

 

令和２年１月２３日 

 

蒲郡市監査委員 草 次 英 夫 

同 永 川 貴 士 

同 牧 野 泰 広 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式） 

措置の通知書 （ 上下水道部 水道課 ） 

監査期間 
令和元年１１月 ５日から 

令和元年１２月２５日まで 

令和元年度蒲監第７２号関係分 

指 摘 事 項 等 措 置 状 況 

〔 意 見 〕 

水道料金の未収金については、安定的

な給水の確保、事業の健全性向上のため、

悪質な滞納者に対し、給水停止を実施す

るまでの期間短縮を検討するなど、未収

金の回収にいっそうの努力をされたい。 

 

 

 

 

〔 改善事項 〕 

物品の修繕において、１０万円以上の

契約にもかかわらず、請書が徴されてい

ないものが見受けられたので、会計事務

の手引の要領に基づき改善されたい。 

 

水道料金の未収金については、これま

で同様にヴェオリア・ジェネッツ㈱と長

期滞納及び大口滞納者の情報を共有し、

連携して早期回収を図ることとした。ま

た、給水停止執行までの期間短縮につい

ては、令和２年４月より実施できるよう

手順の確認をした。 

 

 

 

１０万円以上の修繕にもかかわらず、

請書が徴されていなかったことについて

は、会計事務の手引の要領に基づき、１０

万以上の修繕発注時には請書を徴するこ

ととし、起案者及び決裁事務担当職員の

相互確認により未添付を防止することと

した。 

 



（様式） 

措置の通知書 （上下水道部 下水道課） 

監査期間 
令和元年１１月１３日から 

令和元年１２月２５日まで 

令和元年度蒲監第７２号関係分 

指 摘 事 項 等 措 置 状 況 

〔 意 見 〕 

下水道料金の未収金については、安定

的な下水道環境の確保、事業の健全性向

上のため、悪質な滞納者に対し、未収金

の回収にいっそうの努力をされたい。 

 

 

〔 改善事項 〕 

１ 一者随意契約の締結に当たり、支出

負担行為決議書に業者選定理由が明記

されていないものが見受けられたの

で、業者選定手続きの透明性、公平性が

確保されるよう改善されたい。 

 

 

 

 

２ 委託契約において、契約書の作成が

省略されているものが見受けられたの

で、会計事務の手引の要領に基づき改

善されたい。 

 

  下水道料金の未収金については、督

促状の発送や電話による催促を実施し

ているが、事業の健全性向上のため引き

続き努力して回収に努めたい。 

 

 

 

１ 一者随意契約の締結に当たり、支出

負担行為決議書に業者選定理由が明記

されていなかったことについては、起

案者を含む決裁事務担当部署の全員が

各自意識を持ち、相互に確認すること

で未記入を防止し、業者選定手続きの

透明性・公平性が確保できるよう確実

な事務処理を行うこととした。 

 

２ 決裁規程等会計に関する法令・例規 

に基づいて確実かつ細心の注意を払い、

起案者を含む決裁事務担当部署の全員

が各自意識を持ち、相互に確認すること

で未記入を防止し、適正な事務処理を行

うよう徹底することとした。 

 



（様式） 

措置の通知書 （上下水道部 下水道浄化センター） 

監査期間 
令和元年１１月１２日から 

令和元年１２月２５日まで 

令和元年度蒲監第７２号関係分 

指 摘 事 項 等 措 置 状 況 

〔 改善事項 〕 

 一者随意契約の締結に当たり、支出

負担行為決議書に業者選定理由が明記

されていないものが見受けられたの

で、業者選定手続きの透明性、公平性が

確保されるよう改善されたい。 

 

起案者を含む決裁事務担当部署の全員

が各自意識を持ち、相互に確認すること

で未記入を防止していく。 

 

 


